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    東近江市景観計画景観形成基準の特例の適用承認について（答申）  

 

 平成２８年１２月１日付け、東景観審第１号で諮問された標記の件について、

慎重に審議した結果、「東近江市景観計画景観形成基準の特例の適用承認につい

て」は承認するとし、「工作物の色彩について」は着色とする旨、答申します。  

 

 


